
 

議案第９号  

 

交野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例について  

 

 交野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。  

 

  条例案……別記  

 

   令和２年２月２５日提出  

 

 

交野市長 黒 田  実  

 

 

 提案理由 会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、関係する条例について

所要の改正等を行いたいため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

交野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例案  

交野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例  

 

（交野市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）  

第１条 交野市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和３０年条例第２７号）の一部を

次のように改正する。  

第１条中「第９条第１２項及び」を削り、「基き」を「基づき」に改め、「公平  

委員会の委員（以下「委員」という。）並びに」を削る。  

第２条中「新に」を「新たに」に改め、「委員となつた者並びに」を削り、「様

式第１及び様式第２」を「様式第１号又は様式第２号」に改め、同条に次の１項を

加える。  

 ２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓

については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることがで

きる。  

  第３条中「外」を「ほか」に改め、「委員又は」を削り、「、市長又は任命権者」 

を「、任命権者」に改める。  

  様式第１中「様式第１」を「様式第１号（第２条関係）」に改める。  

  様式第２中「様式第２（消防職）」を「様式第２号（第２条関係）（消防職）」 

に改める。  

（交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正）  

第２条 交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４７年条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

第４条の２各号列記以外の部分中「掲げる者」を「定める者」に改め、同条第１

号中「疾病の発生が確定」を「疾病が確定」に改め、同号ただし書中「ただし」の

次に「、これらの者のうち地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第３

項に規定する特別職に就いているものについては」を加え、同条第２号中「及び賃

金」を削り、「疾病の発生が確定」を「疾病が確定」に改め、同条第３号中「前２

号に掲げる者」を「前各号に定める者」に、「前号」を「第２号」に、「市長が」

を「実施機関が市長と協議して」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次



 

に次の１号を加える。  

⑶ 給料を支給される者 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実

施機関が市長と協議して定める額  

（交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

第３条 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例第１

２号）の一部を次のように改正する。  

  別表社会福祉法人指導監査員の項を削る。  

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 第２条の規定による改正後の交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例

第４条の２の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の

災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。  


